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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

　

秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
五
号
）

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
秋
田
県
営
玉
川
園
地
駐
車

場
の
利
用
料
金
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

た
ん
ち
ょ
う

社
会
福
祉
法
人
正
和
会

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
た
ん

ち
ょ
う　

理
事
長

潟
上
市
天
王
字
棒
沼
台
二
百
四
十
七
番
地
四

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

施
設

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
か
わ
せ

み

社
会
福
祉
法
人
正
和
会

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
か
わ
せ
み　

理
事
長

潟
上
市
天
王
字
棒
沼
台
二
百
四
十
七
番
地
四

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
短
期
入
所
施
設

社
会
福
祉
法
人　

相
和
会　

理
事
長

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
の
三

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
法
人　

相
和
会　

理
事
長

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
の
三

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ゆ
ー
と
り
あ

社
会
福
祉
法
人　

小
坂
町
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
上
前
田
七
番
一
号

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ほ
っ
と
り
あ

社
会
福
祉
法
人　

小
坂
町
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

鹿
角
郡
小
坂
町
荒
谷
字
沢
ノ
口
十
六
番
地
一

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

　
　
告　
示

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

　

の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
二
三
五
・
福
祉

　

政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
秋
田
県
営
玉
川
園
地
駐
車
場
の
利
用
料
金
の
承
認
（
二
三
六
・
自
然

　

保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
保
安
林
の
指
定
（
二
三
七
・
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
）
…
…
…
…
…
…
４

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知
（
二
三
八
・
水
と
緑
の
森
づ
く
り

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
公
共
測
量
実
施
の
通
知
（
二
三
九
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
４

○
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
二
四

　

〇
、
二
四
一
・
下
水
道
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
（
二
四
二
・
会
計
管
財
課
）
…
…
…
…
…
４

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
四
三
・
由
利
地
域
振
興
局
建

　

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
公　
告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
北
秋
田
地
域
振
興

　

局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
人
事
委
員
会
規
則

○
人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
人
事
委
員
会
公
告

○
平
成
二
十
一
年
度
警
察
官
採
用
試
験
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
平
成
二
十
一
年
度
少
年
補
導
職
員
採
用
試
験
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
７

　
　
労
働
委
員
会
告
示

○
秋
田
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
閲
歴
等

　

（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の

た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

区　
　
　
　
　

分

利　

用　

料　

金　

の　

額

車
両
（
軽
車
両
を
除
く
）

一
台
に
つ
き
一
回　
　
　

一
○
○
円
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

森

林

の

所

在

場

所

全　
　
　

面　
　
　

積

保
安
林
指
定
面
積

実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

指
定
の
目
的

指　
　

定　
　

施　
　

業　
　

要　
　

件

郡　

市

町　

村

（
大
字
）

字

地　
　

番

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）
実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

立
木
の
伐
採
の
方
法

立
木
の
伐
採
の

限
度

伐
採
種
別

標
準
伐
期
齢

間
伐
そ
の
他
特

別
の
場
合
の
伐

採
に
係
る
も
の

土
砂
の
流
出
の

防
備

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

主
伐
と
し
て
伐

採
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市

町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備

計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以

上
の
も
の
と
す

る
。

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

干
害
の
防
備

山
本
郡

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

三
種
町

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

下
岩
川

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

卯
ノ
沢

〃〃〃〃
田
ノ
沢

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

四
の
一

四
の
二

四
の
三

八二
〇

一
五
の
一

一
五
の
二

一
五
の
三

一
五
の
六

一
五
の
七

一
五
の
八

一
五
の
一
〇

一
五
の
一
一

一
五
の
一
二

一
五
の
一
三

一
五
の
一
四

一
五
の
一
五

一
五
の
一
六

一
五
の
一
七

一
五
の
一
八

一
五
の
二
一

一
五
の
二
二

一
五
の
二
三

一
五
の
二
四

一
五
の
二
五

一
五
の
二
六

一
五
の
二
八

一
五
の
二
九

一
五
の
三
〇

九
・
七
四
一
九

四
・
九
〇
七
四

〇
・
八
五
四
一

〇
・
〇
三
二
一

九
・
一
三
五
八

〇
・
六
八
四
三

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
二
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

九
・
七
四
一
九

四
・
九
〇
七
四

〇
・
八
五
四
一

〇
・
〇
三
二
一

九
・
一
三
五
八

〇
・
六
八
四
三

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
二
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

九
・
七
四
一
九

四
・
九
〇
七
四

〇
・
八
五
四
一

〇
・
〇
三
二
一

九
・
一
三
五
八

〇
・
六
八
四
三

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
一
二

〇
・
六
八
二
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

一
五
の
三
一

一
五
の
三
二

一
五
の
三
三

一
五
の
三
五

一
五
の
三
六

一
五
の
三
七

一
五
の
三
八

一
五
の
三
九

一
五
の
四
〇

一
五
の
四
四

一
五
の
四
五

一
五
の
四
六

一
五
の
四
七

一
五
の
四
八

一
五
の
四
九

一
五
の
五
三

一
五
の
五
四

一
五
の
五
五

一
五
の
五
六

一
五
の
五
八

一
五
の
五
九

一
五
の
六
〇

一
五
の
六
一

一
五
の
六
二

一
五
の
六
三

一
五
の
六
四

一
五
の
六
五

一
五
の
六
七

一
五
の
六
八

一
五
の
六
九

一
五
の
七
〇

一
五
の
七
一

一
五
の
七
二

一
五
の
七
三

一
五
の
七
四

一
五
の
七
五

一
五
の
七
六

一
五
の
七
七

六
五
の
一

六
五
の
二

六
五
の
三

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
二
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
〇
九
三

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
〇
〇
〇

〇
・
二
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
一
七
一

〇
・
二
〇
七
八

〇
・
四
九
六
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
一
七
三
四

〇
・
一
一
八
七

〇
・
六
七
四
〇

〇
・
一
八
二
八

〇
・
〇
〇
九
三

〇
・
四
六
二
五

〇
・
二
六
二
五

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
〇
〇
〇

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
〇
三
一
二

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
二
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
〇
九
三

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
〇
〇
〇

〇
・
二
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
一
七
一

〇
・
二
〇
七
八

〇
・
四
九
六
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
一
七
三
四

〇
・
一
一
八
七

〇
・
六
七
四
〇

〇
・
一
八
二
八

〇
・
〇
〇
九
三

〇
・
四
六
二
五

〇
・
二
六
二
五

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
〇
〇
〇

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
〇
三
一
二

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
二
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
〇
九
三

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
〇
〇
〇

〇
・
二
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
一
七
一

〇
・
二
〇
七
八

〇
・
四
九
六
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
一
七
三
四

〇
・
一
一
八
七

〇
・
六
七
四
〇

〇
・
一
八
二
八

〇
・
〇
〇
九
三

〇
・
四
六
二
五

〇
・
二
六
二
五

〇
・
六
七
九
六

〇
・
四
〇
〇
〇

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六

〇
・
〇
三
一
二

〇
・
六
七
九
六

〇
・
六
七
九
六
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秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

藤
里
町
藤
琴
字
孫
惣
岱
三
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由　

林
道
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ

く
り
課
及
び
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
藤
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土
交
通

省
東
北
地
方
整
備
局
新
庄
河
川
事
務
所
長
か
ら
公
共
測
量
実
施
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

一　

作
業
の
種
類

　
　

公
共
測
量

二　

作
業
を
行
う
地
域

　
　

に
か
ほ
市
、
由
利
本
荘
市

三　

作
業
を
行
う
地
域

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

昭
和
五
十
一
年
建
設
省
告
示
第
百
九
十
四
号
秋
田
都
市
計
画
、
男
鹿
都

市
計
画
、
五
城
目
都
市
計
画
、
八
郎
潟
都
市
計
画
及
び
河
辺
都
市
計
画
下

水
道
事
業
秋
田
湾
・
雄
物
川
流
域
下
水
道
（
臨
海
処
理
区
）

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

秋
田
県

三　

事
務
所
の
所
在
地

　

㈠　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
下
水
道
課

　

㈡　

秋
田
市
向
浜
二
丁
目
三
番
一
号　

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
下
水
道

課

四　

事
業
地
の
所
在

　

㈠　

収
用
の
部
分　

変
更
な
し

　

㈡　

使
用
の
部
分　

変
更
な
し

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
六
百
六
十
一
号
横
手
都
市
計
画
、
平
鹿

都
市
計
画
、
十
文
字
都
市
計
画
及
び
増
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
秋
田

湾
・
雄
物
川
流
域
下
水
道
（
横
手
処
理
区
）

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

秋
田
県

三　

事
務
所
の
所
在
地

　

㈠　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
下
水
道
課

　

㈡　

大
仙
市
花
館
字
上
大
戸
下
川
原
七
十
四
番
三
十
六
号　

仙
北
地
域
振

興
局
建
設
部
下
水
道
課

四　

事
業
地
の
所
在

　

㈠　

収
用
の
部
分　

変
更
な
し

　

㈡　

使
用
の
部
分　

変
更
な
し

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

　

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

六
五
の
四

六
五
の
五

六
五
の
六

六
六

六
九

七
〇

七
一

七
二

七
三

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
八
七
五

〇
・
六
七
九
六

〇
・
〇
六
八
七

〇
・
一
四
五
三

〇
・
〇
五
六
二

〇
・
二
六
五
一

〇
・
二
〇
一
四

〇
・
三
三
四
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
八
七
五

〇
・
六
七
九
六

〇
・
〇
六
八
七

〇
・
一
四
五
三

〇
・
〇
五
六
二

〇
・
二
六
五
一

〇
・
二
〇
一
四

〇
・
三
三
四
八

〇
・
六
七
九
六

〇
・
三
八
七
五

〇
・
六
七
九
六

〇
・
〇
六
八
七

〇
・
一
四
五
三

〇
・
〇
五
六
二

〇
・
二
六
五
一

〇
・
二
〇
一
四

〇
・
三
三
四
八

　

（
「
附
属
明
細
書
」
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
、
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
及
び
三
種
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

売
り
さ
ば
き
人
の

住
所
及
び
氏
名

売
り
さ
ば
き
場
所

指
定
年
月
日

雄
勝
郡
羽
後
町
杉
宮
字

柏
原
十
番
地
の
二

株
式
会
社
羽
後
自
動
車

学
校

雄
勝
郡
羽
後
町
杉
宮

字
柏
原
十
番
地
の
二
平
成
二
十
一
年
五
月

七
日
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秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
二
月
二
日
付
け
指
令
由
建―

二
千
二
百
三
十
三
で

許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

秋
田
市
保
戸
野
千
代
田
町
二
番
四
十
三
号

　
　

三
光
不
動
産
株
式
会
社

　
　

代
表
取
締
役　

岩　

本　

竜　

大

二　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

由
利
本
荘
市
三
条
字
三
条
谷
地
百
五
十
一
番
一
、
百
五
十
五
番
、
百
五

十
六
番
、
百
五
十
七
番
、
百
五
十
八
番
、
百
六
十
番
、
百
六
十
八
番
、
百

七
十
六
番
及
び
百
七
十
七
番

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
合
川
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及

び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
木
戸
石
字
屋
布
岱
四
十
四
番
地　
　
　
　

小　

田　

慶　

一

　
　

〃　
　
　

李
岱
字
上
悪
外
五
十
八
番
地
二　
　
　
　

平　

川　

雄　

一

　
　

〃　
　
　

下
杉
字
狐
森
十
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

木　

村　

悦　

郎

　
　

〃　
　
　

新
田
目
字
屋
布
岱
五
十
九
番
地　
　
　
　

斎　

藤　

東
一
郎

　
　

〃　
　
　

道
城
字
屋
布
岱
十
六
番
地　
　
　
　
　
　

松　

橋　

亮　

悦

　
　

〃　
　
　

増
沢
字
沼
の
上
十
番
地
二　
　
　
　
　
　

杉　

渕　

竹　

夫

　
　

〃　
　
　

上
杉
字
上
屋
布
岱
二
十
三
番
地
一　
　
　

関　
　
　

富
五
郎

　
　

〃　
　
　

根
田
字
屋
布
岱
二
十
五
番
地　
　
　
　
　

桜　

田　

日
出
雄

　
　

〃　
　
　

羽
根
山
字
屋
布
岱
四
番
地
一　
　
　
　
　

松　

岡　

利　

夫

　
　

〃　
　
　

三
木
田
字
三
木
田
八
十
五
番
地　
　
　
　

三　

浦　

克　

昭

　
　

〃　
　
　

三
里
字
屋
布
岱
五
十
六
番
地　
　
　
　
　

福　

岡　

昌　

樹

　
　

〃　
　
　

鎌
沢
字
新
屋
布
六
十
五
番
地　
　
　
　
　

鈴　

木　

博　

和

　
　

〃　
　
　

八
幡
岱
新
田
字
八
幡
岱
二
十
八
番
地
二　

柴　

田　

松　

雄

二　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
福
田
字
福
田
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

鈴　

木　
　
　

勲

　
　

〃　
　
　

上
杉
字
下
屋
布
岱
百
九
十
六
番
地　
　
　

永　

井　
　
　

隆

　
　

北
秋
田
市
木
戸
石
字
屋
布
岱
七
十
五
番
地　
　
　
　

畠　

山　

誠
一
郎

　
　

〃　
　
　

根
田
字
屋
布
岱
四
十
八
番
地　
　
　
　
　

桜　

田　
　
　

昇

三　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
李
岱
字
上
悪
外
五
十
八
番
地
二　
　
　
　

平　

川　

雄　

一

　
　

〃　
　
　

下
杉
字
狐
森
十
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

木　

村　

悦　

郎

　
　

〃　
　
　

三
木
田
字
三
木
田
八
十
五
番
地　
　
　
　

三　

浦　

克　

昭

　
　

〃　
　
　

木
戸
石
字
屋
布
岱
四
十
四
番
地　
　
　
　

小　

田　

慶　

一

　
　

〃　
　
　

新
田
目
字
屋
布
岱
五
十
九
番
地　
　
　
　

斎　

藤　

東
一
郎

　
　

〃　
　
　

道
城
字
屋
布
岱
十
六
番
地　
　
　
　
　
　

松　

橋　

亮　

悦

　
　

〃　
　
　

川
井
字
屋
布
岱
五
十
八
番
地　
　
　
　
　

佐　

藤　

昌　

明

　
　

〃　
　
　

羽
根
山
字
屋
布
岱
四
番
地
一　
　
　
　
　

松　

岡　

利　

夫

　
　

〃　
　
　

増
沢
字
沼
の
上
十
三
番
地
三　
　
　
　
　

奈　

良　

吉
五
郎

　
　

〃　
　
　

芹
沢
字
屋
布
下
タ
六
十
六
番
地
一　
　
　

土
濃
塚　

謙
一
郎

　
　

〃　
　
　

三
里
字
屋
布
岱
五
十
六
番
地　
　
　
　
　

福　

岡　

昌　

樹

　
　

〃　
　
　

上
杉
字
上
屋
布
岱
三
十
九
番
地　
　
　
　

工　

藤　

恭　

一

　
　

〃　
　
　

鎌
沢
字
新
屋
布
六
十
五
番
地　
　
　
　
　

鈴　

木　

博　

和

　
　

〃　
　
　

八
幡
岱
新
田
字
八
幡
岱
四
十
一
番
地　
　

村　

岡　

洋　

治

四　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
福
田
字
福
田
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

鈴　

木　
　
　

勲

　
　

〃　
　
　

上
杉
字
上
屋
布
岱
二
十
三
番
地
一　
　
　

関　
　
　

富
五
郎

　
　

〃　
　
　

木
戸
石
字
東
屋
布
岱
十
番
地　
　
　
　
　

藤　

嶋　

宏　

幸

　
　

〃　
　
　

三
里
字
屋
布
岱
九
十
一
番
地　
　
　
　
　

福　

岡　

幸　

悦

　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　
　
　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及

び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
八
峰
町
本
庁
の
項
中
「
主
幹
、
」
を
削
り
、
同
表
美
郷
町
本
庁

の
項
中
「
出　

納　

室
│
室
長
」
を
「
出　

納　

室
│
会
計
管
理
者
、
室

長
」
に
改
め
、
同
表
北
秋
田
市
上
小
阿
仁
村
生
活
環
境
施
設
組
合
の
項
中

「
局
長
」
の
下
に
「
、
次
長
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
公
告

平
成
21年

度
警
察
官
採
用
試
験
公
告

　
人

事
委

員
会

規
則

４
－

５
（

職
員

の
任

用
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
採

用
試

験
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。
　

　
平

成
21年

５
月

15日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
人

事
委

員
会

委
員

長
　

柴
　

田
　

一
　

宏
１

　
試

験
の

種
類

、
区

分
及

び
実

施
機

関
　

⑴
　

種
類

　
　

　
警

察
官

採
用

試
験

　
⑵

　
区

分
及

び
実

施
機

関

２
　

試
験

の
程

度
及

び
採

用
予

定
人

員

　
※

　
警

察
官

Ａ
Ⅱ

の
受

験
者

は
、

第
２

志
望

ま
で

選
択

で
き

る
。

た
だ

し
、

秋
田

県
を

第
２

志
望

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
３

　
職

務
内

容
及

び
給

与
　

⑴
　

職
務

内
容

　
　

　
個

人
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
の

保
護

、
犯

罪
の

予
防

、
鎮

圧
及

び
捜

査
、

被
疑

者
の

逮
捕

、
交

通
の

取
締

り
そ

の
他

公
共

の
安

全
及

び
秩

序
の

維
持

の
任

務
に

従
事

す
る

。
　

⑵
　

初
任

給
（

平
成

21年
４

月
１

日
現

在
の

秋
田

県
の

例
）

試
　

験
　

区
　

分
実

　
　

施
　

　
機

　
　

関

警
察

官
Ａ

Ⅰ
女

性
警

察
官

Ａ
秋

田
県

人
事

委
員

会

警
察

官
Ａ

Ⅱ
秋

田
県

、
千

葉
県

及
び

神
奈

川
県

の
各

人
事

委
員

会
並

び
に

警
視

庁

試
験

区
分

程
度

採
用

予
定

人
員

（
人

）

秋
田

県
千

葉
県

神
奈

川
県

警
視

庁

警
察

官
Ａ

Ⅰ
大

学
卒

業
程

度

16

警
察

官
Ａ

Ⅱ
43

３
3

3

女
性

警
察

官
Ａ

５

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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な

お
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

28年
秋

田
県

条
例

第
22号

）
等

に
よ

り
、

修
学

年
数

、
経

歴
そ

の
他

の
事

項
を

勘
案

の
上

決
定

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

平
成

21年
10月

１
日

に
採

用
予

定
の

警
察

官
Ａ

Ｉ
の

場
合

、
採

用
日

か
ら

平
成

22年
３

月
31日

ま
で

の
期

間
の

給
料

は
、

給
料

月
額

の
２

％
を

減
額

し
て

支
給

さ
れ

る
。

　
　

　
こ

の
ほ

か
扶

養
手

当
、

住
居

手
当

、
通

勤
手

当
、

期
末

手
当

、
勤

勉
手

当
、

寒
冷

地
手

当
等

の
諸

手
当

が
そ

れ
ぞ

れ
の

支
給

要
件

に
応

じ
て

支
給

さ
れ

る
。

４
　

受
験

資
格

　
　

た
だ

し
、

日
本

の
国

籍
を

有
し

な
い

者
及

び
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25
年

法
律

第
261号

）
第

16条
の

規
定

に
よ

り
地

方
公

務
員

と
な

る
こ

と
が

で
き

な
い

者
は

、
受

験
で

き
な

い
。

５
　

試
験

の
実

施
日

、
場

所
、

方
法

等
　

⑴
　

第
１

次
試

験
　

　
ア

　
実

施
日

、
場

所
、

方
法

　
　

イ
　

合
格

者
の

発
表

　
　

　
ア

　
警

察
官

Ａ
Ⅰ

、
女

性
警

察
官

Ａ
及

び
警

察
官

Ａ
Ⅱ

で
志

望
が

秋
田

県
の

場
合

　
　

　
　

　
平

成
21年

７
月

下
旬

に
、

県
庁

正
面

公
告

板
に

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
ほ

か
、

合
格

者
に

は
書

面
で

通
知

す
る

。
　

　
　

イ
　

警
察

官
Ａ

Ⅱ
で

志
望

が
秋

田
県

以
外

の
場

合
　

　
　

　
　

平
成

21年
９

月
上

旬
以

降
に

、
志

望
先

の
都

県
か

ら
合

格
者

に
対

し
て

書
面

で
通

知
す

る
。

　
⑵

　
第

２
次

試
験

　
　

ア
　

実
施

日
（

予
定

）

　
　

　
ア

　
警

察
官

Ａ
Ⅰ

、
女

性
警

察
官

Ａ
及

び
警

察
官

Ａ
Ⅱ

で
志

望
が

秋
田

県
の

場
合

　
　

　
　

　
平

成
21年

７
月

31日
（

金
）

及
び

　
　

　
　

　
平

成
21年

８
月

上
旬

　
　

　
イ

　
警

察
官

Ａ
Ⅱ

で
志

望
が

秋
田

県
以

外
の

場
合

　
　

　
　

　
平

成
21年

９
月

下
旬

　
　

イ
　

場
所

　
秋

田
市

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

ア
　

警
察

官
Ａ

Ⅰ
、

女
性

警
察

官
Ａ

及
び

警
察

官
Ａ

Ⅱ
で

志
望

が
秋

田
県

の
場

合
　

　
　

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

対
し

て
、

口
述

試
験

、
適

性
検

査
及

び
身

体
検

査
を

行
う

。
　

　
　

イ
　

警
察

官
Ａ

Ⅱ
で

志
望

が
秋

田
県

以
外

の
場

合
　

　
　

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

対
し

て
、

口
述

試
験

、
適

性
検

査
、

体
力

検
査

及
び

身
体

検
査

等
を

行
う

。
　

⑶
　

資
格

調
査

　
　

　
受

験
資

格
の

有
無

、
申

込
書

記
載

事
項

の
真

否
等

に
つ

い
て

行
う

。
　

⑷
　

最
終

合
格

者
の

発
表

　
　

ア
　

警
察

官
Ａ

Ⅰ
、

女
性

警
察

官
Ａ

及
び

警
察

官
Ａ

Ⅱ
で

志
望

が
秋

田
県

の
場

合
　

　
　

　
平

成
21年

８
月

下
旬

に
、

県
庁

正
面

公
告

板
に

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
ほ

か
、

合
格

者
に

は
書

面
で

通
知

す
る

。
　

　
イ

　
警

察
官

Ａ
Ⅱ

で
志

望
が

秋
田

県
以

外
の

場
合

　
　

　
　

平
成

21年
11月

下
旬

に
、

志
望

先
の

都
県

か
ら

合
格

者
に

対
し

て
書

面
で

通
知

す
る

。
６

　
採

用
の

方
法

及
び

予
定

時
期

　
⑴

　
方

法
　

　
　

最
終

合
格

者
は

、
秋

田
県

警
察

官
Ａ

Ⅰ
、

警
察

官
Ａ

Ⅱ
及

び
女

性
警

察
官

Ａ
採

用
候

補
者

名
簿

又
は

合
格

を
決

定
し

た
都

県
の

警
察

官
Ａ

採
用

候
補

者
名

簿
に

登
載

さ
れ

、
当

該
都

県
の

警
視

総
監

又
は

警
察

本
部

長
か

ら
の

請
求

に
応

じ
て

成
績

順
に

提
示

さ
れ

る
。

当
該

警
視

総
監

又
は

警
察

本
部

長
は

、
提

示
さ

れ
た

者
の

う
ち

か
ら

採
用

者
を

決
定

す
る

。
た

だ
し

、
警

察
官

Ａ
Ⅰ

で
平

成
21年

９
月

30日
ま

で
に

大
学

等
を

卒
業

で
き

な
か

っ
た

場
合

並
び

に
警

察
官

Ａ
Ⅱ

及
び

女
性

警
察

官
Ａ

で
平

成
21年

３
月

31日
ま

で
に

大
学

等
を

卒
業

で
き

な
か

っ
た

場
合

に
は

そ
の

者
は

採
用

候
補

者
名

簿
か

ら
削

除
さ

れ
る

｡
　

⑵
　

予
定

時
期

　
　

　
警

察
官

Ａ
Ⅰ

　
　

　
平

成
21年

10月
１

日
　

　
　

警
察

官
Ａ

Ⅱ
及

び
女

性
警

察
官

Ａ
　

　
　

平
成

22年
４

月
１

日

試
験

区
分

実
施

機
関

年
齢

・
性

別
学

　
　

歴

警
察

官
Ａ

Ⅰ
秋

田
県

昭
和

54年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

男
性

ア
　

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
)の

規
定

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
平

成
21年

９
月

30日
ま

で
に

卒
業

す
る

見
込

み
の

者
イ

　
人

事
委

員
会

が
ア

に
該

当
す

る
者

と
同

等
の

学
歴

を
有

す
る

と
認

め
る

者

秋
田

県
昭

和
54年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
男

性

ウ
　

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
)の

規
定

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
平

成
22年

３
月

千
葉

県
昭

和
51年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
男

性

実
施

日
場

　
　

　
　

　
所

試
験

の
方

法

平
成

21年
７

月
11日

（
土

）

秋
田

県
警

察
学

校
（

秋
田

市
新

屋
勝

平
台

９
－

２
）

体
力

検
査

平
成

21年
７

月
12日

（
日

）

ノ
ー

ス
ア

ジ
ア

大
学

（
秋

田
市

下
北

手
桜

字
守

沢
46－

１
）

大
学

卒
業

程
度

の
学

力
を

問
う

教
養

試
験

及
び

論
文

試
験

給
料

表
の

種
類

職
務

の
級

及
び

号
給

給
料

月
額

公
安

職
給

料
表

１
級

21号
給

197,200円

試
験

区
分

実
施

機
関

年
齢

・
性

別
学

　
　

歴

警
察

官
Ａ

Ⅰ
秋

田
県

昭
和

54年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

男
性

ア
　

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
)の

規
定

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
平

成
21年

９
月

30日
ま

で
に

卒
業

す
る

見
込

み
の

者
イ

　
人

事
委

員
会

が
ア

に
該

当
す

る
者

と
同

等
の

学
歴

を
有

す
る

と
認

め
る

者

警
察

官
Ａ

Ⅱ

秋
田

県
昭

和
54年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
男

性

ウ
　

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
)の

規
定

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
平

成
22年

３
月

31日
ま

で
に

卒
業

す
る

見
込

み
の

者
エ

　
人

事
委

員
会

が
ウ

に
該

当
す

る
者

と
同

等
の

学
歴

を
有

す
る

と
認

め
る

者

千
葉

県
昭

和
51年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
男

性

神
奈

川
県

昭
和

54年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

男
性

警
視

庁

昭
和

54年
７

月
13

日
か

ら
昭

和
63年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
男

性

女
性

警
察

官
Ａ

秋
田

県
昭

和
54年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
女

性
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７

　
受

験
手

続
　

⑴
　

受
験

申
込

書
の

交
付

　
　

　
秋

田
県

人
事

委
員

会
事

務
局

、
秋

田
県

警
察

本
部

警
務

課
、

県
内

の
各

警
察

署
、

県
庁

１
階

総
合

案
内

窓
口

、
秋

田
県

総
合

生
活

文
化

会
館

（
ア

ト
リ

オ
ン

）
、

各
地

域
振

興
局

総
務

企
画

部
、

東
京

事
務

所
、

北
海

道
事

務
所

、
大

阪
事

務
所

、
名

古
屋

事
務

所
及

び
福

岡
事

務
所

に
お

い
て

交
付

す
る

。
　

⑵
　

受
験

の
申

込
み

　
　

　
受

験
希

望
者

は
、

受
験

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
秋

田
県

警
察

本
部

警
務

課
又

は
県

内
の

各
警

察
署

に
持

参
す

る
こ

と
。

な
お

、
郵

送
若

し
く

は
電

子
申

請
・

届
出

サ
ー

ビ
ス

に
よ

り
提

出
す

る
場

合
は

、
警

察
本

部
警

務
課

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
⑶

　
申

込
受

付
期

間
　

　
　

日
曜

日
及

び
土

曜
日

を
除

き
、

平
成

21年
５

月
15日

（
金

）
か

ら
同

年
６

月
８

日
（

月
）

ま
で

の
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

受
け

付
け

る
。

た
だ

し
、

電
子

申
請

・
届

出
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

申
込

の
受

付
は

、
平

成
21年

５
月

15日
（

金
）

の
午

前
８

時
30分

か
ら

同
年

６
月

１
日

（
月

）
の

午
後

５
時

ま
で

に
限

り
受

け
付

け
る

。
　

　
　

な
お

、
郵

送
に

よ
る

申
込

み
は

、
平

成
21年

６
月

８
日

(月
)の

消
印

の
あ

る
も

の
ま

で
受

け
付

け
る

。
８

　
そ

の
他

　
⑴

　
受

験
手

続
そ

の
他

受
験

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
は

、
秋

田
県

人
事

委
員

会
事

務
局

(秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

　
電

話
018(860)3253）

、
秋

田
県

警
察

本
部

警
務

課
（

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

５
号

　
電

話
018(863)1111　

内
線

2623・
2624)又

は
県

内
の

各
警

察
署

に
行

う
こ

と
。

　
⑵

　
試

験
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

別
に

受
験

案
内

が
作

成
さ

れ
て

い
る

の
で

参
照

す
る

こ
と

。
　

　
　

　
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

平
成
21年

度
少
年
補
導
職
員
採
用
試
験
公
告

　
人

事
委

員
会

規
則

４
－

５
（

職
員

の
任

用
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
採

用
試

験
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。
　

　
平

成
21年

５
月

15日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
人

事
委

員
会

委
員

長
　

柴
　

田
　

一
　

宏
１

　
試

験
の

種
類

　
　

少
年

補
導

職
員

採
用

試
験

２
　

試
験

の
程

度
及

び
採

用
予

定
人

員
　

⑴
　

試
験

の
程

度
　

　
　

大
学

卒
業

程
度

　
⑵

　
採

用
予

定
人

員
　

　
　

１
人

３
　

職
務

内
容

及
び

給
与

　
⑴

　
職

務
内

容
　

　
　

少
年

の
非

行
事

実
と

そ
の

原
因

調
査

、
少

年
の

街
頭

補
導

、
少

年
相

談
、

家
出

人
の

取
扱

い
及

び
少

年
の

補
導

に
関

し
学

校
・

家
庭

・
職

場
・

関
係

機
関

と
の

連
絡

等
の

業
務

に
従

事
す

る
。

　
⑵

　
初

任
給

（
平

成
21年

４
月

１
日

現
在

の
秋

田
県

の
例

）

　
　

　
な

お
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

28年
秋

田
県

条
例

第
22号

）
等

に
よ

り
、

修
学

年
数

、
経

歴
そ

の
他

の
事

項
を

勘
案

の
上

決
定

さ
れ

る
。

　
　

　
こ

の
ほ

か
扶

養
手

当
、

住
居

手
当

、
通

勤
手

当
、

期
末

手
当

、
勤

勉
手

当
、

寒
冷

地
手

当
等

の
諸

手
当

が
そ

れ
ぞ

れ
の

支
給

要
件

に
応

じ
て

支
給

さ
れ

る
。

４
　

受
験

資
格

　
　

次
の

ア
、

イ
の

い
ず

れ
か

の
要

件
を

満
た

す
者

が
受

験
で

き
る

。
た

だ
し

、
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
及

び
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
16条

の
規

定
に

よ
り

地
方

公
務

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

は
、

受
験

で
き

な
い

。
　

　
ア

　
昭

和
55年

４
月

２
日

か
ら

昭
和

63年
４

月
１

日
ま

で
に

生
ま

れ
た

者
　

　
イ

　
昭

和
63年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
あ

っ
て

、
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

し
た

も
の

若
し

く
は

平
成

22年
３

月
31

日
ま

で
に

卒
業

す
る

見
込

み
の

も
の

又
は

秋
田

県
人

事
委

員
会

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
も

の
５

　
試

験
の

実
施

日
、

場
所

、
方

法
等

　
⑴

　
第

１
次

試
験

　
　

ア
　

実
施

日
、

場
所

、
方

法

　
　

イ
　

合
格

者
の

発
表

　
　

　
　

平
成

21年
７

月
上

旬
に

、
県

庁
正

面
公

告
板

に
受

験
番

号
を

掲
示

す
る

ほ
か

、
合

格
者

に
は

書
面

で
通

知
す

る
。

　
⑵

　
第

２
次

試
験

　
　

ア
　

実
施

日
（

予
定

）
　

　
　

　
平

成
21年

７
月

31日
（

金
）

及
び

平
成

21年
８

月
上

旬
　

　
イ

　
場

所
　

秋
田

市
　

　
ウ

　
方

法
　

　
　

　
第

１
次

試
験

の
合

格
者

に
対

し
て

、
口

述
試

験
、

適
性

検
査

及
び

身
体

検
査

を
行

う
。

　
⑶

　
資

格
調

査
　

　
　

受
験

資
格

の
有

無
、

申
込

書
記

載
事

項
の

真
否

等
に

つ
い

て
行

う
。

　
⑷

　
最

終
合

格
者

の
発

表
　

　
　

平
成

21年
８

月
下

旬
に

、
県

庁
正

面
公

告
板

に
受

験
番

号
を

掲
示

す
る

ほ
か

、
合

格
者

に
は

書
面

で
通

知
す

る
。

６
　

採
用

の
方

法
及

び
予

定
時

期
　

⑴
　

方
法

　
　

　
最

終
合

格
者

は
、

少
年

補
導

職
員

採
用

候
補

者
名

簿
に

登
載

さ
れ

、
警

察
本

部
長

か
ら

の
請

求
に

応
じ

て
成

績
順

に
提

示
さ

れ
る

。
警

察
本

部
長

は
、

提
示

さ
れ

た
者

の
う

ち
か

ら
採

用
者

を
決

定
す

る
。

　
⑵

　
予

定
時

期
　

　
　

平
成

22年
４

月
１

日
７

　
受

験
手

続
　

⑴
　

受
験

申
込

書
の

交
付

　
　

　
秋

田
県

人
事

委
員

会
事

務
局

、
秋

田
県

警
察

本
部

警
務

課
、

県
内

の
各

警
察

署
、

県
庁

１
階

総
合

案
内

窓
口

、
秋

田
県

総
合

生
活

文
化

会
館

（
ア

ト
リ

オ
ン

）
、

各
地

域
振

興
局

総
務

企
画

部
、

東
京

事
務

所
、

北
海

道
事

務
所

、
大

阪
事

務
所

、
名

古
屋

事
務

所
及

び
福

岡
事

務
所

に
お

い
て

交
付

す
る

。
　

⑵
　

受
験

の
申

込
み

　
　

　
受

験
希

望
者

は
、

受
験

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
秋

田
県

警
察

本
部

警
務

課
又

は
県

内
の

各
警

察
署

に
持

参
す

る
こ

と
。

な
お

、
郵

送
若

し
く

は
電

子
申

請
・

届
出

サ
ー

ビ
ス

に
よ

り
提

出
す

る
場

合
は

、
警

察
本

部
警

務
課

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
⑶

　
申

込
受

付
期

間
　

　
　

日
曜

日
及

び
土

曜
日

を
除

き
、

平
成

21年
５

月
15日

（
金

）
か

ら
同

年
６

月
８

日
（

月
）

ま
で

の
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

受
け

付
け

る
。

た
だ

し
、

電
子

申
請

・
届

出
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

申
込

の
受

付
は

、
平

成
21年

５
月

15日
（

金
）

の
午

前
８

時
30分

か
ら

同
年

６
月

１
日

（
月

）
の

午
後

５
時

ま
で

に
限

り
受

け
付

け
る

。
　

　
　

な
お

、
郵

送
に

よ
る

申
込

み
は

、
平

成
21年

６
月

８
日

（
月

）
の

消
印

の
あ

る
も

の
ま

で
受

け
付

け
る

。
８

　
そ

の
他

給
料

表
の

種
類

職
務

の
級

及
び

号
給

給
料

月
額

行
政

職
給

料
表

１
級

25号
給

172,200円

実
施

日
場

　
　

　
　

　
所

試
験

の
方

法

平
成

21年
６

月
28日

（
日

）

ノ
ー

ス
ア

ジ
ア

大
学

（
秋

田
市

下
北

手
桜

字
守

沢
46－

１
）

大
学

卒
業

程
度

の
学

力
を

問
う

教
養

試
験

、
専

門
試

験
及

び
論

文
試

験
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秋
田
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第

四
条
及
び
労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一

号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ

ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
閲
歴
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長　

阿　

部　

讓　

二

氏　
　
　

名

職　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業

閲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歴

委　

嘱　

年　

月　

日

阿　

部　

讓　

二

公
益
委
員
（
会
長
）
弁
護
士

秋
田
弁
護
士
会
会
長

昭
和
六
十
三
年
一
月
二
十
六
日

湊　
　
　

貴
美
男

公
益
委
員　

弁
護
士

秋
田
弁
護
士
会
会
長

平
成
十
二
年
十
二
月
一
日

古　

谷　
　
　

薫

公
益
委
員　

弁
護
士

秋
田
弁
護
士
会
副
会
長

平
成
十
二
年
十
二
月
一
日

綿　

貫　

一　

子

公
益
委
員　

公
認
会
計
士
、
税
理
士

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

嶋　

崎　

真　

仁

公
益
委
員　

秋
田
県
立
大
学
シ
ス
テ
ム
科
学
技
術
学
部
准
教
授

秋
田
県
立
大
学
シ
ス
テ
ム
科
学
技
術
学
部

助
教
授

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

工　

藤　

雅　

志

労
働
者
委
員　

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
秋
田
県
連
合
会
会
長

自
治
労
秋
田
県
本
部
中
央
執
行
委
員
長

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

阿　

部　

康　

夫

労
働
者
委
員　

全
日
通
労
働
組
合
秋
田
支
部
執
行
委
員
長

全
日
通
労
働
組
合
秋
田
支
部
書
記
長

平
成
十
年
十
二
月
一
日

清　

水　

尚　

子

労
働
者
委
員　

ボ
ー
ト
ピ
ア
河
辺
労
働
組
合
執
行
委
員
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
秋
田
県
連
合
会
女
性

委
員
会
副
委
員
長

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

宇
佐
美　
　
　

豊

労
働
者
委
員　

秋
田
県
東
北
電
力
総
連
会
長

東
北
電
力
労
働
組
合
秋
田
県
本
部
委
員
長

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

鈴　

木　

光　

一

労
働
者
委
員　

ジ
ェ
イ
・
エ
イ
・
エ
ム
北
東
北　

　
　
　
　
　
　

秋
田
県
連
絡
会
会
長

Ｔ
Ｄ
Ｋ
労
働
組
合
秋
田
地
方
本
部
委
員
長

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

高　

野　
　
　

力

使
用
者
委
員　

㈳
秋
田
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

㈳
秋
田
県
経
営
者
協
会
秋
田
支
部
専
務
理
事

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

伊　

藤　
　
　

博

使
用
者
委
員　

秋
田
中
央
交
通
㈱
専
務
取
締
役

秋
田
中
央
交
通
㈱
常
務
取
締
役

平
成
十
三
年
九
月
二
十
五
日

三　

浦　
　
　

潔

使
用
者
委
員　

秋
田
三
菱
自
動
車
販
売
㈱
取
締
役
社
長

秋
田
三
菱
自
動
車
販
売
㈱
専
務
取
締
役

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

吉　

田　

和　

枝

使
用
者
委
員　

吉
田
興
業
㈱
代
表
取
締
役
社
長

吉
田
興
業
㈱
取
締
役

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

小　

宅　
　
　

錬

使
用
者
委
員　

北
光
金
属
工
業
㈱
代
表
取
締
役
社
長

北
光
金
属
工
業
㈱
取
締
役
副
社
長

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

藤　

井　

良　

輝

秋
田
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

秋
田
県
雄
勝
地
域
振
興
局
長

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

伊　

藤　

雅　

夫

秋
田
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
長

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
総
合
調
整
主
幹

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

　
⑴

　
受

験
手

続
そ

の
他

受
験

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
は

、
秋

田
県

人
事

委
員

会
事

務
局

(秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

　
電

話
018(860)3253）

、
秋

田
県

警
察

本
部

警
務

課
（

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

５
号

　
電

話
018(863)1111　

内
線

2623・
2624)又

は
県

内
の

各
警

察
署

に
行

う
こ

と
。

　
⑵

　
試

験
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

別
に

受
験

案
内

が
作

成
さ

れ
て

い
る

の

で
参

照
す

る
こ

と
。

　
　
　
　
　
労
働
委
員
会
告
示
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平
成
二
十
一
年
二
月
三
日
（
第
二
千
五
十
一
号
）
公
職
選
挙
執
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

（
原
稿
誤
り
）

　

三
ペ
ー
ジ
中
、
別
記
第
十
号
様
式
そ
の
１
及
び
同
号
様
式
そ
の
２
の
備
考

欄
は
変
更
な
し
の
誤
り
。

　

四
ペ
ー
ジ
中
、

「
　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

り
。

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤

伊　

藤　

雅　

夫

秋
田
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
長

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
総
合
調
整
主
幹

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円

年
　

　
月

　
　

日
円



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


